
［図3］ 重視する条件 （複数回答）

［図1］ 資金繰り状況

［図2］ 従業員数規模別 金融機関からの借入状況

［図4］ 望まれる金利水準 （保証料1％含む）

［図5］ 制度融資の支援策 （複数回答）
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約
7
割
の
事
業
所
が
現
在
の
資
金
繰
り

が
苦
し
い
と
感
じ
て
お
り
、
現
時
点
で
の
金

融
機
関
か
ら
の
借
入
状
況
に
つ
い
て
は
、
未

だ
約
4
割
で
十
分
な
資
金
調
達
が
で
き
て
い

な
い
。
従
業
員
規
模
が
小
さ
い
ほ
ど
苦
し
さ

が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

「
金
利
」
が
圧
倒
的
に
多
く
7
割
を
超
え
、

円
滑
な
資
金
繰
り
の
た
め
に
は
金
利
負
担
の

軽
減
が
求
め
ら
れ
る
。

「
2.0
％
未
満
」
が
39
・
6
％
と
最
も
多
く
、

「
2.0
％
以
上
〜
2.5
％
未
満
」
と
あ
わ
せ
る
と

2.5
％
未
満
が
約
7
割
を
占
め
る
。
保
証
料

1.0
％
を
含
ん
で
い
る
た
め「
実
質
1.5
％
未
満
」

と
低
利
の
水
準
を
希
望
と
し
て
い
る
。

「
貸
付
金
利
引
下
げ
」
が
5
割
を
超
え
、

「
無
担
保
保
証
枠
拡
大
」、「
貸
付
期
間
延

長
」、「
保
証
料
率
引
下
げ
」
と
続
く
。

景
気
低
迷
で
売
上
ダ
ウ
ン
に
さ
ら
さ
れ
、

収
益
の
確
保
が
厳
し
い
最
中
に
あ
っ
て
、
金

利
や
保
証
料
な
ど
の
資
金
調
達
コ
ス
ト
を
負

担
に
感
じ
て
い
る
小
規
模
事
業
者
も
少
な
く

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
り
有
利
な
条
件
で

の
資
金
調
達
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
公
的
融

資
制
度
の
更
な
る
支
援
拡
充
が
望
ま
れ
る
。

※
本
調
査
結
果
を
受
け
、
左
記
の
要
望
を
実
施


